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別
に
よ
り
支
給
開
始
年
齢
が
異
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。
日
本
に
住
所
の
あ
る

人
が
す
べ
て
加
入
す
る
国
民
年
金
の
老

齢
給
付
で
あ
る
老
齢
基
礎
年
金
は
、
男

女
の
区
別
な
く
原
則
と
し
て
、
65
歳
が

支
給
開
始
年
齢
と
な
り
ま
す
。

　

一
方
、
現
在
民
間
の
会
社
員
や
公
務

員
が
加
入
す
る
厚
生
年
金
は
、
す
べ
て

の
種
別
で
生
年
月
日
に
よ
り
支
給
開
始

年
齢
が
異
な
り
、
第
１
号
厚
生
年
金
被

的
年
金
は
、
加
入
し
て
い
る
制

度
に
よ
り
、
ま
た
、
男
女
の
区

保
険
者
に
つ
い
て
は
、
男
女
の
区
別
も

存
在
し
ま
す
。

　

平
成
27
年
10
月
の
改
正
で
、
公
務
員

等
の
共
済
年
金
は
厚
生
年
金
に
統
合
さ

れ
ま
し
た
。
第
１
号
厚
生
年
金
被
保
険

者
と
は
統
合
前
の
民
間
の
会
社
員
︵
女

性
も
含
む
︶
が
該
当
し
ま
す
。
第
２

号
・
第
３
号
・
第
４
号
厚
生
年
金
被
保

険
者
は
、
順
に
国
家
公
務
員
・
地
方
公

務
員
・
私
学
教
職
員
が
該
当
し
ま
す
。

　

老
齢
厚
生
年
金
の
支
給
開
始
は
65
歳

か
ら
で
す
が
、
厚
生
年
金
の
被
保
険
者

は
、
特
例
と
し
て
60
歳
代
の
前
半
に
、

厚
生
年
金
独
自
の
給
付
と
し
て
﹁
特
別

支
給
の
老
齢
厚
生
年
金
﹂
を
受
給
で
き

ま
す
。
特
別
支
給
の
老
齢
厚
生
年
金
は

﹁
定
額
部
分
﹂
と
﹁
報
酬
比
例
部
分
﹂

に
分
け
ら
れ
ま
す
。

特
別
支
給
の
老
齢
厚
生
年
金
は 

暫
定
的
な
特
例
で
支
給
に
差

　

特
別
支
給
の
老
齢
厚
生
年
金
は
、
生

年
月
日
に
応
じ
て
﹁
定
額
部
分
＋
報
酬

比
例
部
分
﹂
を
受
け
取
る
場
合
と
﹁
報

酬
比
例
部
分
﹂
だ
け
を
受
け
取
る
場
合

に
区
分
さ
れ
、
次
の
と
お
り
段
階
的
に

廃
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す

︵
図
表
１
︶。
第
１
号
厚
生
年
金
被
保
険

者
が
女
性
の
場
合
、
支
給
開
始
年
齢
の

引
上
げ
は
、
男
性
よ
り
５
年
遅
れ
と
な

り
ま
す
。
お
客
様
に
は
こ
の
点
を
丁
寧

に
説
明
し
ま
し
ょ
う
。

①
昭
和
16
年
︵
女
性
は
昭
和
21
年
︶
４

月
１
日
以
前
生
ま
れ
の
人
⋮
60
歳
か
ら

﹁
定
額
部
分
＋
報
酬
比
例
部
分
﹂
が
支

給②
昭
和
16
年
︵
女
性
は
昭
和
21
年
︶
４

月
２
日
～
昭
和
24
年
︵
女
性
は
昭
和
29

年
︶
４
月
１
日
生
ま
れ
の
人
⋮
﹁
定
額

部
分
﹂
の
支
給
開
始
年
齢
が
61
歳
～
64

歳
に
段
階
的
に
引
上
げ

③
昭
和
24
年
︵
女
性
は
昭
和
29
年
︶
４

月
２
日
～
昭
和
28
年
︵
女
性
は
昭
和
33

年
︶
４
月
１
日
生
ま
れ
の
人
⋮
60
歳
か

ら
65
歳
ま
で
﹁
報
酬
比
例
部
分
﹂
の
み

支
給

４
月
２
日
～
昭
和
36
年
︵
女
性
は
昭
和

41
年
︶
４
月
１
日
生
ま
れ
の
人
⋮
﹁
報

酬
比
例
部
分
﹂
の
支
給
開
始
年
齢
が
61

歳
～
64
歳
に
段
階
的
に
引
上
げ

⑤
昭
和
36
年
︵
女
性
は
昭
和
41
年
︶
４

月
１
日
以
降
生
ま
れ
の
人
⋮
特
別
支
給

は
な
し

　

今
後
し
ば
ら
く
の
間
は
、
図
表
１
の

よ
う
に
、
男
性
は
62
歳
～
64
歳
、
女
性

は
60
歳
～
61
歳
か
ら
報
酬
比
例
部
分
相

当
の
老
齢
厚
生
年
金
を
受
け
取
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
⑤
に
該
当
す
る
お
客
様

は
、
①
～
④
で
は
60
歳
代
前
半
に
支
給

さ
れ
る
特
別
支
給
の
老
齢
厚
生
年
金
を

受
給
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
支
給

開
始
年
齢
が
老
齢
基
礎
年
金
と
同
じ
に

な
り
ま
す
が
、
65
歳
前
に
繰
上
げ
受
給

す
る
こ
と
は
可
能
で
す
。

　

な
お
、
第
２
～
４
号
厚
生
年
金
被
保

険
者
は
、
女
性
を
含
め
て
、
男
性
の
第

１
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
と
同
じ
支
給

開
始
年
齢
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
厚
生
年
金
の
被
保
険
者
期
間

が
種
別
ご
と
に
44
年
以
上
あ
る
退
職
者

か
、
３
級
以
上
の
障
害
者
で
退
職
し
て

い
る
人
は
﹁
定
額
部
分
＋
報
酬
比
例
部

分
﹂
が
図
表
２
の
と
お
り
受
け
ら
れ
ま

す
。
昭
和
36
年
︵
女
性
は
昭
和
41
年
︶

４
月
２
日
以
降
生
ま
れ
か
ら
は
、
特
別

支
給
の
仕
組
み
は
な
く
な
り
ま
す
。

④
昭
和
28
年
︵
女

性
は
昭
和
33
年
︶

公

●●Point ●●

相談
１

60
歳
か
ら
年
金
を
も
ら
え
る
と
思
っ
て
い
た
の
に

な
ぜ
も
ら
え
な
い
の
？
　
何
歳
か
ら
も
ら
え
る
の
？

口座獲得につながる公的年金の知識＆相談対応特集

お客様からの相談には
このように対応しよう！
　ここでは、公的年金に関する相談に
対する回答のポイントを解説します。

①～③
社会保険労務士 菊川久誉 ⑥⑦

社会保険労務士 望月厚子
④⑤
社会保険労務士 佐藤正明

老齢基礎年金は原則65歳か●●

ら支給されるが、厚生年金で
は60歳代前半に特別支給の
老齢厚生年金が受給可能
特別支給は段階的に廃止され●●

ており、生年月日や性別によ
り支給状況が異なる

図表１　特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢の引上げ
男性

（生年月日） 60歳　61歳～64歳 65歳
 –  –   –

女性
（生年月日）

昭和16年４月1日 
以前生まれ　　　

特別支給の老齢厚生年金・報酬比例部分

定額部分

老齢厚生年金

老齢基礎年金

昭和21年４月1日
以前生まれ

昭和16年４月２日

～

昭和24年４月１日

老齢厚生年金

老齢基礎年金

昭和21年４月２日

～

昭和29年４月１日

昭和24年４月２日

～

昭和28年４月１日

老齢厚生年金

老齢基礎年金

昭和29年４月２日

～

昭和33年４月１日

昭和28年４月２日

～

昭和36年４月１日

老齢厚生年金

老齢基礎年金

昭和33年４月２日

～

昭和41年４月１日

昭和36年４月２日 
以降生まれ　　　

老齢厚生年金

老齢基礎年金

昭和41年４月２日 
以降生まれ　　　

図表２　長期加入者の特例対象者と
特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢
＜男性の場合＞

生年月日 定額部分 報酬比例部分
昭和28年４月１日以前生まれ 60歳 60歳
昭和28年４月２日～30年4月１日 61歳 61歳
昭和30年４月２日～32年4月１日 62歳 62歳
昭和32年４月２日～34年4月１日 63歳 63歳
昭和34年４月２日～36年4月１日 64歳 64歳

＜女性の場合＞

生年月日 定額部分 報酬比例部分
昭和33年４月１日以前生まれ 60歳 60歳
昭和33年４月２日～35年4月１日 61歳 61歳
昭和35年４月２日～37年4月１日 62歳 62歳
昭和37年４月２日～39年4月１日 63歳 63歳
昭和39年４月２日～41年4月１日 64歳 64歳

私
も
妻
も
も
う
す
ぐ
60
歳

そ
ろ
そ
ろ
年
金
の
こ
と
が

気
に
な
っ
て
き
て
ね

さ
よ
う
で
す
ね

た
だ
妻
は
₆０
歳
か
ら

年
金
が
も
ら
え
る
の
に 

私
は
₆０
歳
で
は
も
ら
え
な
い

そ
う
な
ん
だ

な
ぜ
私
は
₆０
歳
じ
ゃ
な
い
の
？

年
金
は
何
歳
か
ら
も
ら
え
る

仕
組
み
な
ん
だ
い
？

そ
そ
れ
は
…


